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団地再生ガバナンスに関する研究

一公共賃貸住宅建替え 4団地のケーススタデイー
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0.はじめに

現在日本には公営住宅，公社住宅，公団住宅（独立行

政法人都市再生機構，以下旧名を使用）を合わせて約 315

万戸の公共賃貸住宅が存在する。それらは戦後住宅難解

消のため 1950年代以降建設されたもので，そのほとん

どが団地形式によるマスハウジングの形態をとっている。

その後半世紀を経た今日，これら住宅群は昭和30(1955)

年代建設を皮切りに次第に老朽化し，バリアフリー障害

など物理的，社会的機能不全に陥り ，その対策として今日

まで建替えやリノベーションなどさまざまな対策が講じ

られてきた。その数は今後も急速に増えつづけ，公営住

宅では昭和 40(1965）年代に供給された 82万戸（スト

ック 220万戸の約 4割に当たる）が更新期を迎えると予

測されている（図 0-1) 文 1）。

ところが 1990年代半ば以降，住宅政策における新自

由主義的傾向が強まり公共賃貸住宅施策の縮退が顕著と

なってきた。その影響を受けて団地再生注 1）の目的や手法

が，建替えやリノベーションをミックスした従来の更新

方式からスクラップ・アンド・ヒ、‘ルドによる一律建替え方

式へと変わってきた。その手法は建替え後の戻り入居者

などを高層住宅に受け入れ，そこで生み出される残地を

民間事業者に売却（または定期賃借）する「残地処分方

式j である。

そうなると緑豊かで中低層住宅中心の熟成した住宅

地の環境と景観は根こそぎ破壊され無機質な高層ビノレ群

に変容させられてしまう。そればかりかコミュニティの

崩壊と家賃上昇によって居住継続も困難になるなど持続

可能性に大きな障害が生じる。 しかも残地処分方式は建

築物の一律建替えと高層化をピルトインさせ，居住者（以

下幅広い概念として住民と呼ぶ）参加による話し合いの

余地を閉ざしてしまうため，事業はいささか強引な手法

で実施され，居住者との間で車L蝶や紛争を各地で引き起

こしている。このような住民参加の欠如はまちづくりに

おける民主的手続きに問題を残すのみではなく ，建替え

後の住宅や環境の魅力を減退させるなど、アーパンデザイ

ンの質低下を招く要因ともなっている。団地再生は住民

参加なしに良質なデザインを生み出すことは出来ない。

その意味で（最近急速に開発が進んでいる）

。
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図。－1 公共賃貸住宅の供給時期別管理戸数
出典 西村紀夫「団地再生技術セミナー報告」（05.2.17）を参考に作成

リノベーション技法と合意形成の手続きは表裏一体の関

係にあるだけに，空間計画と住民参加などの社会計画と

の統合が強く求められている。

本稿の目的は，住民組織，自治体，事業者の 3者がパ

ートナーシップを組んで、合意形成を図る団地再生ガパナ

ンス確立の手法を明らかにすることにある。そのため首

都圏における公団住宅や神奈川県住宅供給公社（以下神

奈川県公社）住宅など 4つの公共賃貸住宅団地と大阪府

住宅供給公社（以下大阪府公社）住宅の建替え事例を分

析し，それら現場の教司Ifをもとに合意形成のシステムを

開発する。

研究の方法は，筆者が関わってきた千里ニュータウン

における団地再生のアドボカシー・プランナー注2）として

の知見と前記4団地の現地調査に基づいている。

1 残地処分方式の問題

1. 1残地処分方式

残地処分方式は事業者（地方自治体，公団，公社）が

団地建替えの意思決定を行うことから始まる。つづいて

居住者への説明会が開かれる。その後居住者にたいして

居住継続か，転出かの意思確認が行われる。転出者は移

転補償費を受け取って他所へ 「本移転」してし、く 。居住

継続者は工事中に仮移転し建物完成後あらかじめ決めて

おいた新住宅に帰還してくることから「戻り 」と呼ばれ

る。戻り者は仮移転費とその聞の負担家賃を受ける。新

住宅では公団・公社住宅の場合一定の家賃軽減措置を受
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けることが出来る。

戻り世帯の全世帯に対する割合は団地の立地条件や

設定家賃によって異なるがおおむね 50～70%程度であ

る。建替え前の中低層住宅戸数は若干減少し高層化され

るので敷地は半分程度で済む。残り半分は残地（活用地，

再生地，余剰地などの呼称がある）として民間事業者に

売却または定期賃借される（図ト2）。

この残地捻出が実は重要な事業目的になっているの

である。財政難にあえぐ地方自治体や公団，公社は残地

処分収入を建替え事業費かあるいは赤字解消に充当しよ

うとする注3）。 しかもその緊急性から住民参加も建物診断

もなしに未だ使用可能な建物までスクラップしてしまう

ほどの大量かつ早急な処分を行おうとする。残地処分方

式はこのような財政事情のほか，景気振興のための建設

需要の拡大と，事業者の事務費確保という経済的側面を

内包しているのである。

公共賃貸住宅

図 12 残地処分方式の仕組み

1. 2持続可能性に逆行

現在千里ニュータウンで大規模な建替えを進めてい

る大阪府公社の事例をみると，残地処分方式は持続可能

性に逆行する次のような問題を発生させている文 2) （表

1-1)。

住民はある日突然生活の急激な変化を強し、られる。多

くの人々はここを終の棲家と定めて移り住み，環境にも

なじみ，子どもを育て，隣人と知り合い，親密な人間関

係を築いてきた。それが建替えによって住まいも環境も

すっかり壊わされてしまう。人々が永らく慣れ親しんで、

きた風景や思い出の場所が消え去り，隣人たちが散って

しまいコミュニティが崩壊してしまう。

建替えによって均整のとれた中低層住宅地が単調な

高層高密度住宅地へと変わり，そこでマスハウジングが

再生産されてし、く。それまで数 10年聞かけて熟成され

てきた団地内緑地はほとんど消え去り，残地には同様の

民間高層住宅が林立することになる。もしそれが売れ残

ると広大な空地がまだら状に放置されたままとなる。地

球環境時代にふさわしく持続可能な社会の実現に向けた

ストックの活用が時代の要請となっているのに，充分使

用可能な資産がスクラップされてし、く。

高層化された新建物によって日影，視野阻害，景観破

壊，圧迫感，ビル風，電波障害などの新たなピル公害が

憂慮される。居住者には①建て詰まりによる居住性の悪

化，②火災や地震など災害に脆い，③閉鎖空間で死角が

多く犯罪が起こりやすい，④引きこもり勝ちな老人たち

の心身の健康障害，⑤子どもの外出機会が減り発達障害

が起こる，⑥エレベーターだけの繋がりでコミュニティ

が育ちにくいなどの問題が憂慮される。

住民は家賃等の大幅上昇により生活設計の根底が崩

されてしまう。大阪府公社の場合3 現在家賃の月 4万円

前後が建替え後は傾斜家賃を経過した 10～15年後に 8

～12万円へと 2～3倍にはね上がる文3）。 大阪府公社全建

替え対象団地の世帯主の45%が控除後月額123,000円以

下（公営住宅入居資格第 1分位）の 60歳以上の世帯で

占められているのだ文4）。その結果として住民の50～70%

がもとの地に住みつづけられず追い出されることになる。

また建替えに要する莫大な事業費が経営上のリスク

を増大させる。かりに残地が売れ残った場合はさらに負

債は増える。高家賃のため発生する空き家がこれに追い

討ちをかける。建替え・リノベーションのいずれの手法

かを問わず，更新期を迎えた膨大な公共賃貸住宅ストッ

クが財政難に陥った管理主体によってそのまま放置され

る恐れがある。

表1・1 持続可能性に逆行する残地処分方式

・住民は突然の生活の変化を強いられ環境が激変してしまう

．熟成した緑が消え林立する高層住宅が環境と景観を破壊する

．家賃や共益費が上がり住み続けられなくなる

．環境が激変し隣人が去りコミユニテイが崩壊してしまう

．高層住宅のため居

．持続可能性に逆行する大量破壊・大量廃棄

・住宅の一律建替えのみで地域まちづくりの発展に貢献しない

・住民参加を排除する独断専行のト ップダウン方式

・バブル型開発で財政負担が増え経営リスクが糟大する

1. 3香里団地のゆくえ

1958年から賃貸住宅の管理が開始された公団香里団

地（155ha,4,880戸・枚方市）では，1996年 3月以降

ABC3地区（18.2ha）において，残地処分方式によって

建替事業が行われている。そのうち公団住宅用地 7.7ha

と民間企業用の残り 10.5haには 2005年 3月現在， 21

棟， 2,210戸の中高層公団賃貸住宅と民間住宅がそれぞ

れ建設されている。しかし民間住宅用地のうち実際に土

地が処分できたのは4.0haだけで残り 6.5haは売れずに

空地のまま放置されている。事態を重くみた公団は，残

りDE2地区の建替えを一時中止し今後 10年間の猶予期

間をおくなどの方針変更を行っている文5）。

空間計画でも課題を残している。当初計画時の香里団

地は綿密な住宅地計画に基づいた郊外ニュータウン独特
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の優れた街区構成と景観を形成してきた。しかし現在で

はかつての景観が台なしにされ，売れ残って放置された

広大な空地の片隅に立つこれら高層住宅は，デザインや

アーパニテイの面で周囲と調和せず，空疎で寒々とした

情景を現出している。香里団地の現状は，住民の居住継

続や環境・景観保全の面で持続可能性を根底から揺るが

すとともに，土地の売れ残りが事業者の経営計画を損ね

るなど残地処分方式の破たんを暗示している。

例が公団緑町団地と同多摩平団地ならびに神奈川県公社

中幸町住宅と同下平間団地の 4団地である（表 2-1)。

2. 1 4団地の概要

(1）緑町団地（武蔵野市）は 1957年に管理開始された

鉄筋コンクリート造（以下 RC)4・5階建 32棟， 1019

戸の団地である。 1991年建替え事業が着手され

2003年 3月に RC4・12階建 26棟，1,095戸（内公団

住宅 855戸と併設都営住宅 240戸を含む）へと建替

えられた文6～8）。2.住民参加を買いた 4団地のケーススタデイ

しかし団地更新にあたってガパナンス註 4）の確立を目

的意識的に追求した団地では，住民の居住権を保障し歴

史的に形成された良質な外部空間を保持するなど持続可

能性注目を生かした注目すべき成果を上げている。その好

(2）多摩平団地（日野市）は 1958年から 60年にかけて

管理開始されたRC3・4階建と簡易耐火2階建， 2,792

戸の団地である。1990年に建替えが計画され 1999

年に事業が着手された。そして 2004年に第 1期と

表2・1 建答4団地の合意形成プロセスの比較一覧表

,: '・ ‘， ・ ！民公[!H住宅隊員住 衿奈川県住宅供給弘毅：｛養育館邸機、．「
綴 務j

緑町感地
，． 

多－~Bt鳩
． 

・rti章容.Dtr住者2． 下SJZlll!Ell地、． 守．

百床 ’校総r' M求務総織野期 策提主総波野市 川崎市＊拳町
． 

!11崎京総f-'.S存関． 

管迎 i潟始年 1957年 1958£＼三～1960年 1951年 1952年～1962年

草島 建 強； H寺 期l 199111三→2003ff. 1997年→（米定） l 985ff'・→2003年 1994年→2004年

4長 数 地 国 積 約69.700ni 約296,000nf 約l3,302ni→3,569ni' 25,179nf→17,855111' 

務 総 戸 数 1,019戸→855戸 2,792戸→約2.000戸 168戸→157戸 318戸→523戸
' . （＋都営240戸） ＋都営162戸 21店舗→17店餓
:1t 

の
g甘d” 綴 キt 61%→113% 33%～68%→木定 63.3%→291.7% 56.6%→209.0% 

E設 建 "'- 司君 13%→2:-i% 不明 14.7%→28.l % 19.1%→51.2% 

意書
構造・階数・株数 RC4-5F,153f東 簡易i耐火 l～2F・RC3 RC4F,7棟→RCl9F,l棟 RC2～F：：棟，1,7棟→

→RC5～12F,20棟 ～4F、247棟→未定 RC6 RCL3F,H東

え イ主 戸 面 手点 12～46rri (lK～3DK）→ 28～62rn'( l DK～4DK) 29.4ni(2K）→40.4-65.9 25.7～37.3ni(l k～2DK) 

マ書骨 34～89m(lK～3LDK) →未定 nfODK～3LDK) →40.3～77.l(lDK～4DK) 

号発 ，方ふく唱 策 JIく 準 31,500円（平均） 不明→未定 23,380円→62,030～ 23,960 ～ 38高l.'4齢220者o~は1円3 別（→但） l 00 ，同~40 円（ f.13. し一般家 44,930～10 

の 貨と齢者は別） し一般家賃と J 

宮正 家賃特減捕箇 戻と高り齢者ー者へ特の別傾減斜額家借賃慣制度 炭り者への3傾lゆ斜1£傾家措賃置制度 新旧家賃絡差調整金市lj度 新l日家賃格差淵君主金制度
と高（I命者特日 の導入 の導入

4じ
主 夏 Ji'1j 住み続けるためのコミュ ｛主み続けるためのコミュ 居住対継等続平の等ための家賃絡 居減住継続のための家賃軽百県

ニティの実現 ニティの実現 減、 、対等平等

建替決定の背景： 老朽化による選択 老朽化による選択 建物劣化診断の結果 建替え重点団地指定

協議会の設霞 公討｜ま｜、住民、市による建替 公団f、2>. 住民、市による3者 公者協社議、住会民、自治｜湯、市の4 公者協社議、住会民、自治協、市の4
検委員会 勉強

令
住民アンケー卜 重要段階で実施 重要段階で実胞 重要段階で実施 重要段階で実施

;I: 
基本協定の締結 3者協定書の締結

形
なし 建替基本合意書締結 大枠合意から基本合意へ

lit 
自治体の対応 庁内に対策委設置 庁内上げての対応 消械的対応 消観的対応

i溢 事業主体の対応 住民参加をJ基本に対応 住民参加を基本に刻応 rm明的対応で住民の信頼 開明的対応で住民の信頼
を得る をf尋る

事室
住民の対案づくり 住を提戸案計［同・配置計l直｜など ｛主戸案計同ti・配置計幽など 建斡住民案提出 住提案棟配置案や家賃などを

の をJ足

内 専門家の協力 研究者・建築家の協力 公団1派溺遣のコンサルタン 研究者・建築家の協力 研究者・建築家の協力

望事
トの力

街づくりとの連携 公営住宅の併設と老健施
都常童営館住住、宅宅老のの健併併施殺設設、、市の公

川崎市駅前再開発事業と ほとんどなし
設の設宵 公 図書館、 間接的にリンク

児 の設置

出典：建築諸元等は都市再生機構と神奈川県住宅供給公社の提供資料による。合意形成過程の内容は住民組織の提供資料による。
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第2期事業合わせて RC3・13階建，58棟，約 2,000戸

に建替えられた（第 3期事業まで含めると約 4,400

戸となる）文9）。

(3）神奈川県住宅供給公社中幸町住宅（川崎市）は 1951

年に管理開始された RC4階建 7棟，184戸からなる

団地である。1985年 4月頃県の住宅施策であるり｜｜

崎西口駅再開発都市居住更新事業」の一環として建

替え計画が発表された。その後 1997年 12月に再開

発事業が中止となり，建替え計画のみが継続される

ことになった。2000年 7月住民組織との間で基本合

意締結後事業が開始され 2004年に RC19階建 1

棟，157戸に建替えられた士ト11)0 

(4）県公社下平間団地（川崎市）は 1952年から 62年に

かけて管理開始された RC2-3階建 18棟，318戸の住

宅団地である。 1993年 5月に県の 「建替重点団地」

に指定されたことから建替え計画が進められ， 1999

年 3月の基本合意を経て 2004年 RC13階建 2棟と

6階建 4棟の合計 534戸が完成した文 IO』 12）。

これら 4つの団地では当初建替え反対の空気が強かっ

た。たとえば多摩平団地では公団の建替え指定を 6年間

も延期させたり，中幸町住宅では 15年の期間をかけた

りしている。しかし最終的に 4団地とも長期間の交渉を

経て建替えに同意している。その際当局との合意のもと

住民組織が推薦した建築家による劣化診断調査（1989

年 7月）で「老朽化・建替えが必要Jとの判断を得た中

幸町団地のようなケースもある文 13）。

2. 2 いくつかの成果

これらの団地のうち緑町団地と多摩平団地では次の

ような成果が得られている引い17)。

2. 2. 1持続可能な再生

1つは建替え前のランドスケープが基本的に保持され，

持続可能な環境が創造されたことである。緑町団地では

団地内のループ歩路と緑道が保全された。団地のシンボ

ルであったソメイヨシノやケヤキの大木が残され，人々

が慣れ親しんだ原風景が可能な限り保存された。多摩平

団地はかつてキリスト教宣教師の農村伝導拠点を譲り受

けた林野庁の林業試験場跡地であったこともあって武蔵

野の雑木林の面影を残すケヤキ，ヒノキ，イチョウなど

相当数の貴重な樹木が保存された。

2つは建替えにあたって住戸・住棟計画に住民の意向

が反映されたことである。緑町団地では当初公団は建替

後分譲住宅を入れようとしたが，住民はコミュニティに

とって好ましくないという理由でこれを受け入れなかっ

た。また公団は当初 14階建高層住宅を考えたが，住民

は住棟ごとのコミュニティを大切にするためこれを 12

階建に抑え I棟当たりの戸数も減らすよう求めた。この

成果があって住棟毎のまとまりも維持され団地の開放性

が確保された。多摩平団地では建物の高さを 6～13階と

変化を持たせ，住棟の規模も出来るだけ小さくするよう

にした。また住戸設計にあたって住民の希望が反映され

るよう配慮された。

3つは地域のまちづくりと関連させ地域密着型の団地

再生を目指したことである。緑町団地では建替後の残地

に6棟 240戸（うち半分は公団賃貸住宅居住者からの優

先入居）の都営住宅と介護老人保健施設を併設させた。

これは地域福祉の増進と混合コミュニティの形成にも役

立った。日野市と公団は， JR中央線豊田駅に近接する

多摩平団地の再生を周辺地域を含めたまちづくりの一環

と捉え，市立図書館や子育てセンター，児童館などコミ

ュニティ施設を建設した。

2.2.2 新旧家賃格差調整金制度

建替え事業で最大のネックとなるのは家賃問題であ

る。中幸町の場合，当初提示された建替え後家賃は 14

万 4千円で従前家賃 23,389円の約 6倍であった。これ

では“戻りたくても戻れない”世帯が 36%にもなる（1994

年 3月住民調査）。そこで住民組織による家賃軽減を求

める運動が始まった。

戻り者以外の一般公募者には公募（最終）家賃の 85%

の減額措置が採られていた。住民組織は戻り者にもそれ

を上回る減額措置を要求した。その結果公社，神奈川県

公社住宅自治会協議会（以下自治協，県下公社住宅金世

帯の 53.4%が加入），学識経験者からなる家賃問題検討

委員会が設立され 「公社住宅活性化のためにも家賃格差

調整金制度の創設は必要である lとの答申が出された。

そして県家賃審議会の答申を経て 2001年 4月戻り入居

者を対象とする 「新旧家賃格差調整金制度」の導入が決

まった文 18）。

その結果①公募（最終）家賃の 72.25免の家賃を 15年

間維持する。②65歳以上の高齢者については（配偶者も

含めた）一代限りで同じく 50弘の家賃とすることになっ

た。これにより例えば中幸町住宅での建替基本合意時に

は，公募家賃 2200/rn2に対し①について 1560/m2，基準

面積の 55rn2で家賃 8万 5800円が提示された。②につ

いて高齢者は llOO/m2となって基準面積で家賃 5.5万円

程度となった（最終的に戻り者で住宅形式別に 62,030～

100, 740円，戻り高齢者で 43,750～75,910円に落ち着い

た）。これは住民がほぼ満足し得る内容であった。

家賃減免のための原資の捻出方法がユニークである。

公募家賃の 85%までの減額は公社資金に基づく激変緩

和措置に依った。しかし戻り入居者や同高齢者に対して

の減額は，建替対象団地以外の県下すべての公社住宅（約

16,169戸）家賃に一世帯一律約 700円を上乗せして捻出

する ｜新｜日格差調整金Jを原資とした。建替えに伴う家
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賃急と昇の激変緩和措置を公社住宅全居住者の家賃平等

負担に求めたのである。

2.2.3 協議会方式によるパートナーシップ

これらの 4団地では事業者と地元自治体と住民組織の

3者がパートナーシップを組んで参加型の事業を進めて

きた。例えば緑町団地自治会はまず建替え問題対策委員

会を設置し，専門家の協力を得て空間計画に関する住民

案を作成するなどして， 1986年の公団の建替え説明から

2003年の最終入居まで足掛け 17年間にわたって活動を

行ってきた文 19）。

対策委員会は取り組みにあたって，建替えに “賛成か

反対か”などと問し、かけて住民の意見を二分させるよう

なことはしなかった。むしろ「住みつづけることJをキ

ーワードに住民の団結を大切にし，永らく培ってきたコ

ミュニティや緑の環境を保持する「土と緑とコミュニテ

イJ の実現を共通目標にした。このような運動の結果，

当初対話に消極的であった公団をテーブルにつかせるこ

とが出来た。公団も住民とよ く話し合い，住民の要求や

対案に対して柔軟に対応するようになった。住民は市に

対しでも建替え問題に取り組むよう求め，議会請願や対

市交渉など多彩な活動を展開した。

多摩平団地では 1996年，日野市と住民との間で建替

問題連絡会が結成され，つづいてこれに公団も加えた「建

替三者勉強会」と 「建替二者勉強会jが組織された。「建

替三者勉強会」では市，公団，自治会の 3者が勉強会と

称する話し合いのテーブルを設け3あらゆる問題につい

て協議した。そこでは 「建替制度」「まちづくり 」「住ま

いづくり Jなど 3つの課題について話し合い，1996年

の開始以後 8年間に 50回の会合が持たれた。

その過程で 「しくみ系（家賃など）」「すまい系（間取

り）」「まち系（まちづくり）」の 3つの系に分けて論点

を整理し，「戻り住宅のワークショップ」と「緑のワーク

ショップ」「まちづくりのワークショップJなどを行い，

多くの住民が建替計画のプロセスに参加した。さらに「二

者勉強会」では 「日野市と住民」「住民と公団J「市と公

団」がそれぞれ話し合う場が設定され2者に関わる個別

の課題が論議され，これが三者勉強会の議論を深める結

果にもなった文20J0 

中幸町住宅では，住民組織，自治協，公社，川崎市か

らなる 「四者協議会」が結成された。住民組織は 「全員

が住みつづけられる」ことを基本目標に，その条件づく

りとして家賃軽減，受け皿住宅の建設，公営住宅への住

替えなどを求めた。公社は市と調整を図りながら居住者

の意向を反映した計画づくり，とりわけ家賃設定の問題

に取り組んだ。下平間団地では，建替えに関わる居住者

組織，自治協，公社，専門家グループ，学識経験者など

がそれぞれ 「三者協議会J「四者協議会Jなどを結成して

ノ〈ートナーシップを確立した。

そこでは，各アクターが対等平等であることを確認し，

“住民合意のもとで計画を進める”原則を確立した。こ

れは自治協の 「計画段階から居住者の参加を保障する体

制が必要である」との主張が受け入れられたものである。

その結果 「建替え計画の初期段階から居住者が主体的に

参画し，その意向が当該団地の建替え計画に反映される

よう配慮することにより，居住者から建替えについての

同意が得られやすい計画づくりを進める必要がある。そ

のため，建築計画の策定にあたっては公社と居住者が中

心となる（仮称）建替え協議会を設置する」との確認が

交わされたれ九

そこでは今日全国で常態化している事業者（自治体，

公社，公団）が居住者に一方的に説明会を開催し，事業

を強行するような事態は避けられた。

2.3 自治体と事業者が果たした役割

地元自治体や事業者が果たした役割は大きかった。武

蔵野市は当初建替えは公団と入居者間の問題と決めこん

でいた。しかし住民運動に圧された市は次第に自治体と

しての役割を自覚し，建替え問題に積極的に取り組むよ

うになった。市は庁内に建替問題の窓口となる 「まちづ

くり担当課」を新設し「建替対策調査委員会」を設けた。

つづいて生活動線の確保，公園緑地の整備，福祉対策，都

営住宅の併設などを盛り込んだ基本協定を公団と締結し

た。市は①住民の要求は聞く②公団にも意見をいう③必

要なら東京都にも出かけていくとし、う方向で自治体本来

の役割を果たした。

日野市は多摩平団地を“市のオアシス”と呼び，団地

再生をまちづくりの一環として捉え，市総合計画の中に

位置づけた。市は公団との協議に基づき市立図書館や子

育てセンター，児童館の建設など公益施設の建設も行っ

た。また「三者勉強会Jや 「二者勉強会」の開催による

三者の話し合いの場の設定やワークショップにも参加し

て自治体としての役割を果たした。これと同様に公法人

である神奈川県公社は，他の公社組織では考えられない

ほど住民合意の姿勢を維持し，たとえば新旧家賃格差調

整金制度導入の英断を下した。

建替え事業が居住者の基本的権利と地域まちづくり

と深くかかわることから，住民利益の擁護者である地元

自治体が事業に積極的に関与すべきである。しかし多く

の自治体はこれらの課題を等閑視するか，逆に事業者に

組みすることで住民の不信と反発を招いているケースが

ある。地元自治体や事業者を住民の立場に立たせること

が事業の民主的性格を決めるうえで決定的に重要である。

これを可能とするのは住民の主体的力量（エンパワーメント）

にあることをこれら 4団地の実践例が裏付けている。
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2.4 アドボカシー・グループの協力

住民が単に当局の考えを批判しこれに反対を唱える

だけではなく，政策主導の運動を展開するうえでアドボ

カシー・グループの協力は欠かせない。そのことで住民は

運動の質を飛躍的に高めることが出来るからである注へ

そこでは現場を知悉する住民の要求や知識と専門家の総

合力との相乗的効果が発揮される。アドボカシー・グ、ル

ープは，その専門性を生かして住民要求を構想し，さま

ざまな提案を行う。その作業はワークショップなどで住

民合意案へと収数されてゆく。

緑町団地では住民は早くから研究者や建築家を招い

て学習会を聞き，住棟配置計画案や住戸計画案を作成し

当局案との擦りあわせを行った。また学習会やワークシ

ョップで得た知識をもとに協議会で議論をたたかわせ会

議の主導権を握っていった。多摩平団地では住民が公団

に対してまちづくり，ラン ドスケープ，建築の 3分野に

ついてコンサルタントを派遣させ住民案を練り上げてい

る。

下平間団地では専門家を交えた幾つかの協議会が設

置され再生に関わるすべての課題が広範囲に論議された

注7）。豊富な情報量と豊かな経験を持つ自治協の助言と提

言がきっかけとなって新旧家賃格差調整金制度が導入さ

れた。このように して住民が専門家の協力によって政策

能力を高めていくことが建替え事業の成否を決める重要

な鍵となる。

2. 5教訓とすべきものは何か

2. 5. Iガバナンスの萌芽

これら 4団地が注目すべき成果を上げることが出来た

のは，行政（自治体）と事業者と（専門家の協力を得た）

居住者組織の 3者が各々の立場を堅持しつつ持続可能性

を追求したパートナーシップを確立し得たからである。

いまだ全国的に見られる事業者の住民参加なしの官僚的

対応と比べると，ここに陛目すべき新しい動きとしてガ

パナンスの萌芽を読み取ることが出来る。

それを可能としたのは権利意識に目覚めた住民の主

体的な運動であった。住民たちは絶えず問題を前向きに

とらえ，学習と調査を繰り返し，専門家の協力を得なが

ら対案を提示する住民自治を実践した。この運動スタイ

ルが住民のネットワークを広げ事業者の意識を変えさせ，

自治体を住民の利益擁護の姿勢に立たせる原動力となっ

た。それと同時に住民自らが自治の担い手として成長を

遂げていった。成熟してコミュニティが合意形成促進の

重要な前提条件であることを住民自らが証明して見せた。

注目されるのは住民たちが建替えに主体的に取り組み，

自治体を巻き込みE 事業者をパートナーに組み入れるス

ケールの大きい“団地再生ガパナンス”創造の先導役を

果たしたことである。そのけん引役を果たしたのは卓越

した指導力を持つ幾人かのキーパーソン（世話役集団）

の存在である注目）。

2. 5.2 ガパナンスと空間計画

住民は再生対象団地の居住者であり地域文化の担い

手である。それだけに団地再生は住民が計画に参加し，

自らの意思を計画に反映させ，創意工夫をこらし魅力あ

る都市空間を創造するまちづくりそのものである。緑町

団地と多摩平団地では自らの環境と住まいは自分たちで

決めるという自治精神のもとワークショップを重ね想像

力豊かな空間計画を提案している。多摩平団地では度重

なるワークショップなどで独創的な住戸プランや緑保全

の外部空間計画を提案した。神奈川県公社住宅での新旧

家賃格差調整金制度の導入は公社サイドからは発想も提

起もしにくいもので，住民サイドからしか提案し得なか

った内容なのである文22）。

このようにして住民参加を基本とするガパナンスが

居住継続と良質な空間形成の重要な前提条件であり，成

熟したガパナンスのもとでこそ優れた空間計画が生み出

されることを示している。その意味で団地再生は建築計

画的視点に基づく空間計画と住民参加の民主的手続きを

包摂した社会計画との統合的産物でなければならない。

このことはネガティブな効果しか示し得ない公団香里団

地や大阪府公社住宅の建替え事例と，前記 4団地で実践

されたポジティブな成果とを対比すれば一目瞭然である。

2. 5. 3 持続可能性と公共性

4団地の住民組織は，持続可能性を追求することで建

替え事業が堅持すべき公共性のあり方を自ら実証したの

である。地方自治体など公的団体によって管理運営され

る公共賃貸住宅の建替えは，その事業目的が公共性の確

保でなければならないことは言うまでもない。特に千里

ニュータウンや多摩ニュータウンのような公的団地は新

住宅市街地開発法や土地区画整理法のような都市計画で

実施されているだけに，その計画変更は公共のコントロ

ールのもとで行われるべきである。ところが実際の事業

は公共性に背くケースが数多く見られる。持続可能性に

幾多の問題を抱える残地処分方式はその典型例である。

それだけに団地更新開始時に改めて事業の公共性が検証

され，それがミッションの中に盛りこまれなければなら

ない。

公共性は人権保障と民主主義の 2つキーワードから

なる文 23）。すなわち国民への良好な住宅供給と住民の居

住権保障，アメニテイ豊かな環境保全・創造を含む人権保

障が，その政策（計画）決定過程における国民（住民）

参加とその合意という民主的手続きによって担保されな

ければならない。換言すれば公共性とは，団地再生にお

いて達成すべき理念と目標（ミッション）を明確にし，

ιu 
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それが持続可能性の実現にあることを確認することであ

る。あらゆる政策（事業）はなにがしかの“公共性”を

目的として実施されるだけに，その事業が公共の福祉に

貢献しているか，国民の参加あるいは承認を得て実行さ

れているかが厳しく点検されねばならない。

3.政策提案～団地再生ガパナンスの確立

合意形成をめざした団地再生のプロセスは 「体制づく

り」とそれによって運営される「作業手続き」の 2つか

らなる。それらは「I体制づくりの段階」「II調査の段階J

「III計画の段階」を経て進められていく（但しつづく工

事，管理の段階は割愛する）。以下デ‘ュープロセスにもと

づく一つのモデ．ルを示したい（図 3-1)。

3. 1体制づくりの段階

3. 1. 1建替対策委員会の設立

事業者の団地更新計画は，自治会長への打診とか地元

議員からの情報として漏れ伝わってくる。それを察知し

た住民はまず事業者にその内容を確認したうえ，自治会

を中心に早速住民に周知徹底を行い，ミ ニ集会・学習会

の開催やニュースの発行，ピラ・パンフレットの配布など

の広報活動を開始する。

そして自治会のもとに建替対策委員会（以下対策委員

会）を設置し，各棟毎の委員と責任者を選出し，活動方

針と会則などを決める。対策委員会はさらに詳細な情報

収集とともに計画概要の把握，他団地の視察，問題点の

整理など独自の調査活動によって建替え事業の全容の把

握に努める。その過程で事業者に建替えの目的，概要，

特に建替えかリノベーションかの手法選択とその理由，

H率制づくりの段鱒 E針磁の段階豆腐 3貨の段指

、i；績報収第三最重動翻輔ちp

・団地建務話を正確にキャッチする

．情報収集と広報宣伝活動開始
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・事務局体制の般lI.
・活動方針の検討、会則の決定
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・他国地の視察、問題点の托！桜

4勝
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－対策委が事業者、自治体に協議会設

立を呼びかける

・自治体に協議会設立支援を求める I 

－事業者が建替精想を明らかにする ； 
4・ι 』
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－・
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・そのため一律建務えではなくリノベ

ーションを基本とした住民再生案を

作成する

－住民要求をもとに協議会で他のアク

ターに働きかける

』’
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図3・1 合意形成に向けた作業フローモデル
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事業期間，事業効果など初動的意図を明らかにさせてい

く。住民側は大方の合意が得られる①住民が安心して住

みつづけられること，②住民の参加とその合意のもとで

計画を検討すること，③そのための情報公開と説明責任

を確認しこれを事業者に要求してし、く。交渉にあたって

はその都度文書を交換し記録を作成しておく。この段階

から信頼できる専門家に協力を求めることが大切で、ある。

3. 1. 2 三者協議会の設置

住民組織の体制づくりが進むと，次は事業者，地元自

治体を含めた三者協議会（以下協議会）の立ち上げに向

けた取り組みである。働きかけの最初のターゲットは事

業者である。通常事業者は意思決定のすべてを独断で行

い最初から民主的に対応するものは極めて稀である。そ

のため住民組織の粘り強い働きかけが必要となる。事業

者もいかなる形態を採ろうとも形式的には居住者の同意

（確認書の押印など）を必要とするわけだから，住民は

それを挺子に粘り強い運動を行う必要がある。

それと併行して自治体に対しでも同様の働きかけが

いる。多くの自治体は団地再生は事業者と居住者聞の個

別問題と認識しまるで傍観者のように振まいがちで，か

りに関与しでも事業者サイドに立つ場合が多い。しかし

まちづくりの当事者であり住民奉仕の立場に立つべき自

治体がこれに無関心であってはならない。住民は地元自

治体に自らの使命を自覚させるとともに，住民の居住権

保障とアメニテイ豊かなまちづくりのために本来の役割

を果たすよう求めていく 。いったんこれを自覚した自治

体は，協議会方式の導入に消極的な事業者への説得役に

回ることもあり得る。

これら 4団地の実践例が示すように住民が道理をつく

して行動すれば，これが自治体や事業者の意識を変え，

世論の共感を得るきっかけとなる。このようなパートナ

ーシップに基づく協議会活動を経て“団地再生ガパナン

ス”が次第に確立されていく（図 3-2）。

3. 1. 3協議会の活動

協議会では（1）団地再生のミッション（理念と目標）の

明確化，（2）ミッションを達成するための方法と手続き，

(3）会議の運営方法などが議論される。

(1）は一律建替えではなく多様な再生手法をミックス

した持続可能性の追求である。団地再生のプロジェクト

に着手する前提として事業の目的や理念の明確化は不可

欠であるが，現実はこれがあいまいにされたまま建替え

あるいはリノベーションの実務に直行するケースが多い。

これを避けるには，住まいと環境の整備・改善，スクラッ

プ・アンド・ヒツレドを排斥した資源の有効利用，支払い可

能（アフォータaブ、／レ）な家賃の設定など事業の公共性確

保が目標とされねばならない。

(2）は 3者が最終的に合意に達するための合意形成技

術の開発である。それは①課題の設定，②ミッションの

明確化，③現場調査，④計画案の作成，⑤評価，＠政策

決定，⑦工事，③事後評価のサイクルに従って進められ

る。これら意思決定のシステム化は粘り強い協議の具体

的実践の中でアイデアが出され次第に合意形成へと発展

していく。その方法として、たとえば多摩平団地の勉強

会が実践したような 「ステイクホ／レダ一分析」

(Stal王e・holder Analysis）文24）が有効となろう。そこ

には住民側にも信頼される公平な立場の（当局派遣）コ

ンサルタントが加わる必要がある。

(3）は協議会の委員構成や責任者・事務局の選定など事

務的手続きとともに会議のチェアパーソンと事務局の選

任である。チェアパーソンは 3者の回り持ちとし事務局

は自治体が担当することが望ましい。会議では①住民参

加，②対等平等，③情報公開の 3原則が確認される。大

切なことは会議の民主的運営によって 3者聞の信頼関係

を築き上げることである。

3. 1. 4住民要求の集約

協議会が動き出すと，そこでイニシアテイブを発揮す

べき住民のエンパワーメン卜（力づけ）が求められる。

住民は全員参加の学習と運動を通して建替えの仕組みゃ

計画の内容，関連法規などを学習し一人ひとりが知力を

蓄える。住民が協議会で自らの主張を通すには科学的な

政策を持たねばならない。また協議会での議論内容や情

報が住民に伝えられ，そこで議論され，新しく課題を設

定し，それを政策として高めてし、かねばならない。運動

(2) (3) (5) (4) 

部分建替え

「現建物の有効活用「「建物診断寸 l増 築

ト良質な居住環境の形成イ ト環境アセスメン卜寸 ト減
目標 ・理念の明確化→｜ μ｜ いl hノ、イブリ γトな計画へ
（持続可能性の追求） ｜ ト｜ ト｜

ト居住 継続の保険寸 ト費用便益分析寸ト大規検修復

Lコミュニティ施設の整備」 L住民要求の集約」 ト個別改修

）
 

1
 

（
 

売却

図3・2 協議方式のパートナーシップ
出典多摩平団地の「三者勉強会」を参考に作成

殴3-3 統合的アプロ チによる持続可能性の追求
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を先進的に進めるには常に優れた指導力を発揮する

キーパーソンの存在が欠かせない。

これらの過程を経て，住民の住まいや環境に対する思

いや願いが整理され，それが全体の認識として住民要求

に集約されてし、く 。それらの内容は①このまちに住みつ

づけたい，②住まいや環境を改善し部屋の狭さや設備不

良を解消したい，③家賃は支払い可能な範囲に止めて欲

しいなどに集約されよう。重要なことは緑町団地が教訓

とするように，“住みつづ、けること”が重要であり，短絡

的に“建替えかリノベーションか”を問い詰めて住民の

結束を乱してはならないことである。

3.2調査の段階

3.2. 1ステイクホルダー分析

団地再生の意思決定に関わる 3者は協議会においてス

テイクホルダ一分析を行う注9）。ここでは縦軸に課題事項

（たとえば老朽化対策，家賃，住棟・住戸計画など）を，横

軸に 3者を据え各ステイクホルダーの要求・課題を空欄

に埋めていく「ステイクホルダー・マトリックス」を作成

する（これにはステイクホルダー分析に近い実践を行っ

た多摩平団地の事例が参考になる）。マトリックスは出来

るだけ多くの課題をカバーで、きるよう議論を充分つくす

必要がある。ここでは一律建替えを主張する事業者とリ

ノベーションで対応できるとする住民の考えが対立する

かも知れない。また環境や景観保全と居住権保障の点で

も主張の違いが出てくる。ステイクホルダー分析の過程

で3者（特に事業者と住民の 2者）聞にさまざまな主張

の違いが出てくるが，これを出発点に合意形成に向けた

息長い協議がつづけられる。

マトリックスの作成を通じて第 1段階として各ステイ

クホルダーの主張を明確にするとともに，問題の所在の

確認とその解決のためのアプローチの方法，参加の形態

の確認などを通して他者の要求を把握し理解してし、く 。

第2段階として課題毎に分科会（部会）を持ち専門家の

協力を得て個別に検討する。例えば老朽化対策，住環境

保全とコミュニティの維持発展，地域まちづくりとの関

連，家賃問題などが考えられる。第3段階としてそれら

を総合化する合意形成への協議がつづけられる。

団地再生に関する第 1次のステイクホルダーは3者で

あるが，この他第2次のステイクホルダーとして地域関

連の環境・まちづくり団体や福祉団体，その他 NPOなど

の参加が求められる。

3.2.2 建物診断と環境アセスメント

一般に事業者は一律建替えの理由として既存建物の

老朽化対策とバリアフリー化を上げるが，実際に調査が

行われたケースはほとんどない。 しかし建替えかリノベ

ーションかの判断を下すには，建物診断など現況調査が

不可欠である。その方法としてたとえば大阪府公社で検

討された「キャパシティ分析」と言われるものがある文25）。

ここでいうキャパシティとは，改修のし易さを示す改修

受容能力のことであり，キャパシティが高いほど改修し

易いことになる。そこでは敷地面積，敷地形状，住棟配

置，住戸，オープンスベース，共同施設，駐車場などす

べてをキャパシティとみなされる。このような既存スト

ックのキャパシティ分析を通して団地毎の立地や特性を

踏まえたマネージメント計画が策定され，住ニーズにマ

ッチした効率的な再生プランが樹てられてし、く。その場

合居住者と事業者がともに納得できる公正中立な診断機

関への委嘱が必要である。

一般に建替えを必要とする物理的要件は，コンクリー

トの絶対的劣化など構造躯体の性能に欠陥がある場合に

限られる。これ以外のケースであれば基本的にリノベー

ションが可能と判断出来る。

3.2.3家賃問題の対応

事業者が意図する建替前提の議論の中で家賃問題が

住民の最大の関心事となる。公共賃貸住宅の家賃制度は

それぞれに異なる。公営住宅の場合は応能応益家賃が適

用されるので議論の余地は少ない。しかしそれ以外では

（近傍同種の住宅の）市場家賃を採用するため，建替え

によって家賃は確実に上がる。公団住宅の場合は傾斜減

額家賃制度や高齢者特別減額措置によって戻り入居者に

は一定の配慮がなされている。しかし公社住宅の場合は

戻り入居者には全国それぞれの公社で対応が異なる。大

阪府公社の場合年齢，所得等の条件によってさまざまな

家賃補助制度があるが文26），戻り全世帯を対象に入居 1

年目は本来家賃の 50%を減額し， 2年目以降は本来家賃

の5%づっ逓減し，これを 10～15年間の減額措置として

いる。もちろん神奈川県公社の場合のように新旧家賃格

差調整金制度を導入させれば持続可能性は確保される。

これには神奈川県自治協の支援を得た住民組織の運動と

公社当局の英断，そして相互扶助的に家賃負担する他団

地居住者の理解などが必要となる。結局のところ建替え

は高家賃を必然化するため住民側は居住継続可能なリノ

ベーション主体の複合型住棟配置計画案（3.3.3参照）を

模索することになる。

3.2.4 住民要求の把握

建物診断と家賃問題の結果に基づいて建替えとリノ

ベーションをミックスした幾つかの代替案が費用便益分

析とセットで用意される。それらマニュアノレ化された内

容が公開された後，居住者の意向調査が行われる。そこ

で居住者は建替えか，スケルトン・レベルの「2戸 l改

造J・一部屋増築などの大規模修繕か，あるいはインフィ

ル・レベルの住戸改修かなどについて自らの意思を明ら
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かにする。これらの意思確認は単にアンケート調査に留

まることなく，最初は集団論議で，そして次第に個別の

細部にわたる判断まで収数させる自主的選択が前提とな

る。この作業を終えると計画とデザインの諸元が固まり ，

次に具体の団地再生計画案の作成にとりかかることにな

る。

3. 3計画の段階

3. 3. 1統合的アプローチの追求

団地再生は①パートナーシップによる異なるベクトル

を持つアクターの意思統合，②空間計画s 社会・経済計

画，管理計画との統合，③建替え ・リノベーションな多

様な再生手法の統合，④団地計画と地域計画との統合な

どの追求による統合的アプローチが求められる士27)0 

団地再生は単に住戸改善や住棟配置の見直しなど空間

的・物理的再生に留まるものではなく，居住継続のための

アフォーダブ、ルな家賃の設定，コミュニティ育成のため

の福祉，文化，娯楽，スポーツ各施設整備など多様な手

法によらねばならない。そのため建物形態やソフト・ハー

ドの関わり方，関与するアクターなどさまざまな要素を

統合して一つの解を求める統合的（インテグレーション）

手法が探求される（図 3-3）。

これまでの団地再生（主として建替え）は，住戸・住

棟の改善や外部空間の修景，植栽などによるランドスケ

ープの再デザインなど空間計画が主であった。しかし住

宅や環境が良くなってもアフオーダブルな住宅が提供さ

れないと住みつづけることができない。そこで支払い可

能な家賃補助制度が必要となる。居住者の生活の質が改

善されないと団地は安全で住み良い環境とはならない。

集会所やコミュニティ施設が整っていないとコミュニテ

イは育たない。またコミュニティの構成員の地域管理を

促進させる安心・安全の環境づくりが求められる。そのた

め空間計画と社会・経済計画さらに団地の管理計画の 3

要素を統合した取り組みが必要となる（図 3-4）。

日本ではこれら物理的・空間的再生のみを指して「団

地再生」と呼ばれてきたが，本当の意味の団地再生は，

これらハードな更新のみではなく，居住者の生活の質の

向上や住民参加など持続可能性をめざしたソフト面も含

めた空間・社会・経済の統合的実現を指すのである。

3.3.2地域まちづくりとの連携

団地再生を地域におけるまちづくりの一環ととらえ，

自治体の地域計画や住宅マスタープランとの整合性を追

求する必要がある。すなわち団地再生を機に建築物の高

さや密度規制，オープンスペースの確保，都市景観の創

造など物的計画のみではなく ，地域の住宅事情を反映さ

せつつ集会施設，教育・文化施設，福祉施設などのコミュ

ニティ施設の増設を視野に入れた総合的な計画が重要と

なる。同時に住宅地と共存し得る施設の導入をはかり雇

用機会の拡大と職住近接のまちづくりなど地域密着型の

再生を目指すことが求められる。更新対象団地はB 倉lj生

期には周辺地域と孤立したかたちでかつ住民参加なしで

形成されたものが多い。 しかし市街化が進んだ今日団地

再生は住民参加のもと地域社会との繋がりを大切にし，

その発展に寄与する形で進められるべきである。

この場合団地再生対象区域の住民のみではなく ，それ

を取り巻く広い範囲の地域を包含した住民の参加で計画

が検討されねばならない。居住者は得てして家賃問題や

住戸・住棟問題など身近な要求にとらわれ勝ちであるが，

周辺住民が参加してこそ広く地域全体を視野に入れた計

画が可能となる。また大規模団地の再生は地区毎に段階

的に行われるのが通例であるが， ー地区の計画を検討す

る際，他地区の住民も交えた全体の取り組みによって団

地計画と地域計画を統合する必要がある G たとえば多摩

平団地では第 1期事業区域の内容を検討する時，それ以

外の第 2，第3期の地区代表も加えて議論している文2ペ
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そうすれば周辺住民も交えた全体の構成員が問題を総合

的かっ客観的に捉えられるような広域的取り組みが団地

再生を地域再生に結びつけるのに役立つ。

3. 3.3ハイブリッドな住棟配置計画

居住者は年齢，所得，家族形態，住宅噌好，居住歴，

地域との関わりなどで多様な要求を持っている。団地再

生本来の目的はこれら居住者の要求を最大限実現するこ

とにある。そのため再生後に供給される住宅は，住居型

式とデザイン，所有形態，住居費負担等で多様な手法を

盛り込んだハイブリッド（複合型住棟配置）な計画でな

ければならない。すなわち一律建替えのみではなく，増

築，減築，大規模修繕，個別改修などのリノベーション，

部分建替え，住戸の売却などを含む多様な形態を持った

いくつかの複合型住棟配置計画案が費用便益分析ととも

に用意される必要がある。住民はその代替案を選択肢と

して自らの要求を確定してし、く 。それらの集約が最終的

に住戸・住棟計画の計画条件となる。アムステルダム；．

ベルマミーアの高層住宅団地では，団地再生にあたって

高層賃貸住宅の一部を残して建替えを行う際，その跡地

に低層・中層，賃貸・分譲などをミックスした住宅を建

設する複合型住棟配置計画としている （図 3-5）注 10）。

複合型住棟配置は，物理的，社会的にも画一性を排除

し，多様性を生み出す混合開発に貢献するばかりか，住

宅形式や所有形態に多様性を持たせることで住民の選択

肢を広げ，居住者層に変化を持たせる包括的コミュニテ

イを実現することが出来る。一部の住棟の存続は高齢者

等の居住継続を可能とする。また現況が可能な限り保全

され低層住宅と高層住宅などが入り混じった魅力ある団

地景観を生み出すことが出来る。かりに一律建替え案を

剛構造とすれば，複合型住棟配置計画は柔構造案という

ことができる。

憂慮される管理上の問題は，再生対象地区を公営住宅，

公団住宅など事業主体を超えた広域的なものと し，全体

計画の中でゾーニングや住棟毎のグルーピングなどの配

置計画を行うことである程度解消できる。複合型住棟配

置計画は高水準の住居を求める居住者の要求に応えるこ

とが出来るばかりか，残地処分方式を実施したいとする

事業者の要求も一部応えることができる。複合型住棟配

置計画は一律建替路線からの転換を図る合意形成の到達

点であり，かっ団地再生の成否を決するキーポイントと

なる。

3.4作業手Ii頃の明確化

協議会方式によるパートナーシップの中でも事業者

と住民組織の利害が一致しないケースが多いだけに，協

議にあたって当事者聞の厳密な対応が求められる。その

ため当事者が一定の合意に達した時，その節々にメモラ

ンダム，合意書または協定書を取り交わしておく必要が

ある。たとえば神奈川県公社の建替えでは協議にあたっ

て「住民合意で建替えを進めること」を確認する合意書

を当初取り交わし，計画が煮詰まってきた段階で 「住民

建替え案をベースに計画案を作成すること」としている。

そして最終合意に達したときも基本協定書を締結してい

る文29）。それらすべてが終了した後初めて全体の説明会

が開かれる。その後に公社による最終的な意向調査と本

移転または仮移転が行われる。この手順に組酷が生じる

と無用の混乱が起こり 3者の信頼関係が損なわれる恐れ

が出てくる。

たとえば公団や公社は通常説明会終了後居住者組織

との合意を待たずに事業（本移転または仮移転）に着手

する。そのため仮移転中の住民と一律建替えに反対して

居住継続しつづける住民との対立がしばしば起こる。そ

の原因は住民組織との合意なしに事業を先行させた事業

者の政策判断の誤りにある。このような事態を避けるた

めにも「合意書締結後の事業着手」の原則が厳守されね

ばならない。
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結語～合意形成の科学を

持続可能な団地再生を可能とする要件は，①協議会方

式による体制（仕組み）づくり， ②協議会におけるミッ

ションの確立，③協議会の民主的運営の確認，④ステイ

ホルダー分析（またはワークショップ）による課題の設

定と解決方法の探求，⑤それに基づいた住民要求の把握

と現況調査の実施，⑥多様性豊かな複合型住棟配置計画

の策定と家賃問題の処理，⑦最終確認の基本合意書の締

結などプロセス・プランニングにある。これは決して単

線型ではなく複線型であり，さまざまなフィードパック

の過程を経てガパナンス確立へと迫り上げられてし、く。

しかし日本では残念ながらこのような団地再生ガパ

ナンスの仕組みやルールはなく，合意形成のシステムは

ほとんど開発されてこなかった。それは常に権力的に対

応する事業者の姿勢と，それを跳ね返す住民側のエンパ

ワーメント不足にも起因する。それを打破するには各地

の優れた実践例が示しているように，住民がいかにして

エンパワーメントを高揚させ，協議．会でイニシアテイブ

を握り，ガパナンス確立に向けてその潜在力を発揮する

かにかかっている。近い将来大規模な団地更新期を迎え

るにあたってこのようなルールの確立が急がれる。

そのような経験の蓄積を基に，今後の課題としていず

れ将来はこのような趣旨を盛り込んだ法律の制定（仮称

公共住宅団地再生法）が求められる。また現在行き詰ま

りを見せている公営・公団・公社住宅など「公共賃貸住

宅 3本柱」の事業主体を超えた一元的統合と都道府県単

位での地域的統合のような自治と分権に根ざした抜本的

制度改革も視野に入れる必要があるだろう。

本研究はそのような問題意識のもとに「合意形成の科

学」すなわち団地再生におけるガパ・ナンスを一つのモデ

ルとして提示したものである。それはモデルであるだけ

に今後は各地における個性豊かな実践のなかでさまざま

なパターンが創造されていくことだろう。本研究はその

端緒となりうる政策提起である。
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＜注＞

1）団地再生の定義については「3.3.lの統合的アプローチ」と

図3・4を参照のこと。

2）まちづくりにおける住民支援の専門家集団のことで，若槻幸

子（地域生活研究者）はアドボカシープランニング（計画支

援）の役割として①翻訳作業（Translate）②促進作業

(Facilitate）③協働作業（Collaborate）の 3つを上げてい

る（文献 11,46pより）。

3）財政難に直面する地方自治体は公営住宅の更新を残地処分

方式か PFI事業で実施しようとしている。大阪府公社は残

地処分収入で自らが抱える 1,000億円の赤字解消を目指し

ている。都市再生機構は賃貸住宅経営は健全なのに大量の不

良資産保有による 16兆 1200億円の固定負債（その 90%は

長期借入金）を抱えている（2004年3月末現在財務諸表）。

4）一般にガバナンスとは“統治”を指し，政府，市場，共同社

会の 3極アクターが協働して共通目標の最適状況の実現を

目指すマネージメントのことをいう。ここでは団地再生に絞

って政府（地方自治体），事業者，住民組織の 3者が持続可

能なコミュニティ実現のための団地再生マネージメントの

ことを指している。

5）環境負荷を少なくし，人々の生活の質（QOL）を改善向上

させることを目的とした持続可能な都市や地域づくりのた

めの理念であるが，ここでは住民が環境を保全しつつ住みつ

づけられるよう物理的，社会・経済的施策を講じる団地再生

のことをいう。

6）新建築家技術者集団東京支部の建築家・プランナーは延藤安

弘氏（当時名城大学）とともに住民案を作成して最終的に公

団案を修正させ住民の政策能力を高めた（文献 14参照）。

7）神奈川県公社下平間団地の協議組織は，下平間団地建替協議

会（公社，専門家，全世帯），調整会議（公社，専門家，全

店舗）の 3者からなる。また専門家組織は，設計事務所，ア

ドバイザー（「まち協」派遣アド、バイザ）），自治協事務局，

下平間対策懇話会（自治協事務局長・学識経験者・設計事務所

等： 1995,6設立，後に推進懇話会に改組）の 4者からなる

など多様なアクターたちが関与している（文献 10,294p参

照）。

8）被災マンションの建替えがうまく進んだ理由として「住民間

の合意形成がうまく進んだJが 68.7%，「良きリーダーがい

たこと」が 64.2%（複数回答）となっている「梶浦恒男：阪

神大震災での復興経験からマンションの更新，建替を考える，

住総研委託論文， p.10，研究年報 No.282001年版」。

9）日本では最近ようやくステイクホルダーという言葉が使わ

れてきたが，ワークショップなどの手法はあるもののプロジ

ェクト分析におけるステイクホルダー分析の手法は未だ一

般化されていない。オランダ中部にある農地を対象とした

「へルダース・バレ地区再生計画」ではこの手法が用いられ

成功を納めている（角橋徹也：オランダの空間計繭の特質に

関する研究，神戸大学提出博士論文， 2003.3を参照）。

10）アムステルダム郊外に 1960年代に建設された大規模高層住

宅ベルマミーア団地（14,000戸，700ha）は，入居後まもな

く空き家の増加，犯罪の多発，コミュニティの崩壊などで「問

題団地」となった。事態が深刻jとなった 1990年代初めに市，

住宅協会などが再生事業を統合的手法で取り組んだ。その内

容は高層住宅の半分を撤去し，跡地に低層・中層住宅，賃貸・

持家などを混合したハイブリッドな住棟を配置するととも

に，居住者の職業訓練や雇用確保，コミュニティの充実など

の施策を行った。
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